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町田市政を考える会・草の根 ニユース Nι64
2023年 12月 22El;車織  (′」寸本)042-797-3604
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02023年 12月 11 1時、第 17期町田市議会改革調査特別委員会が開会。

請願第16号の審査が始まる。まず委員長より、「審査順序としては、参考人よ
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れたのち、直ちに質疑に入る」との説明の後、請願者入室し、5

委員長 「それでは、これより質,:誕に入 ります」⇒議員
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委員長「ありませんか」→議員たちは黙つたまま ,D,
◆◆委員長F以上で、請願者小林美知さん彙富士子さんへの質疑を終了いたします」

委員長より、講願者への委員会を代表してのお礼と、「ご意見を委員会審査に生かしてしヽく

意見陳述は終了.請願者退出。

◆◆◆休憩の後、今度は第 17

委員長「再開します。これより質疑に入ります」 黙ったまま2

委員長「ありませんね」→議員たちは黙ったまま・

委員長「質疑の途中ではありますがこれより議員 言があれば

お頗いします」→議員たちは黙ったまま7秒聞 "ル

委員長「議員問討議を終わります」「休憩します」

◆◆◆◆速記は止まる。(休憩中の話は 議事録には残りません。)

委員長 「そしたらば、休憩中ですので、みなさん結論を

せいただきたいと思います。 とくにご意見がな

でよろしいでしょぅか」→議員たちは黙ったま

委員長「他にご意見がないようなので、それではそのよ

◆◆◆◆◆ 再開

委員長「再開をいたします。これをもって質疑を終結いたしまりLこれより討論を行います」
委員長「田中委員」

隅中(共産)「本謂願に反対の立場で討論を行います。政務活動費の透明化の議論は必要と

考えますが、係争中の案件、最終的な判決が出ていない案件なので、議題に上げる

タイミングではないと判断し、反対いたします」

委員長 「これをもつて討論を終結いたします。」1・諸願第 16号を採決いたします。本件を

採択することに賛成の方の挙手を求めます」→挙手する議員はゼロ
`

委員長 「挙手少数であります。よって請願第 16号は不採択すべきものと決定いたしました」
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◆(請願要旨)                       OV′ 「 ①多L″
町田市議会政務活動費は、議員個人ではなく会派に交付されており、条例の定めのとおり、会派の活  3'

動に充当されているかどうかを見る必要があります。会派の支出には、出納の状況を会派の内外に説
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明する責任があります。とくに政務活動費の原資は 市民の収めた税金であり、その使い方について外 "瑳hが
'に説明する責任をのがれることはできません。そのためには、会計帳簿が必要になります。使い方を説 銭J::チ,Fな 1～僣1:ニ

明できる証憑類と合わせて内容を記した会計帳簿は必須 です。                  ^ぶ た撮ゞr寝:2X″
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2015年 2月 23日の 町田市 監査委員の監査報告書『2014年 財政援助団体等監査の結果 に

ろ″要肇i露顧

″ ・・

ついて』では、「20¬ 3年度の町田市議会政務活動費の交付を受けた¬3の会派の会計帳簿の確認を
島。1{護響竜陶弯ム

実施したところ、その結果、会計帳簿の整備を確認できたのは一会派であつた。また、2会派について ・ ゞ引睦夢%「
・
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は、不備があつたものの、確認できたが、これを除く会派については不明であつた。」と指摘がなされて   み゙
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います。「会計帳簿」を作成するには、「誰が」「なんのために支出したのか」わからない状態を、直ちに

改善すべきであると 考えます。

0(請願項目)

第17期 町田市 議会改革 調査特別委員会 において、政務活動費の使途の透明性の確保のために

規則等を改善することを求めて、会計帳簿の整備のため「証憑類に会派の活動として支出した議員の名

前を明記することを議題とすること」

◆(当 日の意見陳述の補足発言)

請願の要割ま今 述べたとおりですが、補足をいたします。二点あります。

まず、政務活動費の使い途については、その透明性が確保されていない現実は、町田市議会が基本的

に、政務活動費すなわち税の使い途について開示する姿勢がないことによるものです。

◆今期、議長に就任した戸塚議長は、その就任の談話で、「4期 16年の経験を踏まえ、町田市議会を

より市民に開かれた議会とするよう努める」と述べています。しかし、現実はどうでしようか。例えば、い

わゆるレシートに

れを受け取つてい

、議員はこ

ち、 ついて調べたとこ
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ろ、市民クラブ会派においては、2941ム件には支出
派では 29繁

ズト 保守連合会派では、二9,、ォあり

が付けられていません。同様に自民党会

ました。それならば、どうやつて年度末に、その会派

キ

の各議員の支出額を確定し、清算できるのでしょうか。各会派の会計責任者は、領収書等添付用紙に、

鉛筆書きなどで会派独自の議員番号をつくり、清算をしていることが、私たちの調査で判明しました。

「支出した議員名を領収書に明示する」それすら出来ないのは、「市民に説明ができないような支出をし

ているから」なのではないでしようか。・・。これらは 過去の事例ですが、現在も改善がされず、その状態

が続いています。

◆もう一つは、今回の請願について、どの会派も 積極的に署名議員になろうとする議員がいませんで

した。この請願には、結果として署名議員がおりません。理由は「裁判で係争中の案件だから」というも

のです。この裁判についてはtすでに11月 9日に結審をしております。あとは、来年の2月 29日に判決

の言い渡しが予定されているだけです。たとえどんな議論が今後町田市議会改革調査特別委員会で行

われても、判決に影響をお4,ことはありません。「係争中の案件だから」というのは、「透明性の確保」

という当たり前のことを、議題にしたくないという各会派の、この請願についての最初の意思表示だと

思っています。
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こんなことまでして

政務活動費の支出した議員名を隠そぅとしている 11

→ の番号に千の位の1は小関重太郎議員、3は佐藤かずひこ議員、

7は森本せいや議員
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政務活動費の原資は 市民の収めた税金です。

支出した議員Iよ その支出に責任を負つています。

その自覚がない議員に 政務活動費を預かり、支出する資格はありません。

「支出した議員名を 領収書に明示する」

それすら出来ないのは、

市民に説明ができないような支出をしているからなのではないでしょうか。

多<の市民はそうした日で議会を見ています。

そのことを 強く自覚していただきたいと思います。
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◎詳し<は、『町田市政を考える会・草の根』のホームページをご覧ください !
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[事件番号令和2年 (行政ウ)第16号]は、

去る11月 9日の期日で結審しました。

2024年 2月 29日 (本)午後1時15分、

東京地方裁判所にて、裁判長からの

言い渡しが行われます。
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